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インターネットで回答を行う場合、9月10日(木)～9月
12日(土)にかけて配布されるインターネット回答用ID
を使用し、9月20日(日)までにパソコン、タブレット端
末、スマートフォンなどからインターネットにアクセ
スしていただき、画面の案内に沿ってご回答ください。

�調査票で回答する場合、10月1日(木)以後、国勢調査員が訪問
した際に、そのまま調査票をお渡しいただくか、「調査書類収
納封筒」に入れて10月7日(水)までにお渡しください。
�郵送回答の場合、「郵送提出用封筒」に調査票を入れ、10月7日
(水)までに、最寄りの郵便ポストへご投函ください。
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国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにし、国や都道
府県、市区町村の行政の基礎資料として活用されるほか、学術・
教育機関、企業など幅広い分野で利用され、私たちの暮らしに
役立てられます。
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�国勢調査では、統計法によって、厳格な個人情報保護が定め
られています。
�調査票が封をして提出された場合は、国勢調査員は、封筒の開
封をせず、封をしたまま市区町村へ提出します。
�国勢調査に従事する者には、「統計法」による守秘義務が課せ
られています。
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国勢調査は、10月1日現在、日本国内に住んでいる全ての人・世
帯が対象です。生まれたばかりの赤ちゃんはもちろん、3カ月以
上日本に住んでいる（住むことになっている）外国人も調査対
象となります。
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国勢調査は、「統計法」という法律に基づき実施します。「統計
法」では正確な統計を作成するために、調査票項目に回答する義
務（報告義務）が定められています。
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速報結果は、平成28年2月に公表する予定です。そのほか年齢別
人口、世帯の状況などの詳しい統計データを平成28年10月まで
に公表する予定です。みなさまの生活や事業、将来の計画など
にぜひお役立てください。
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(デモンストレーション版) �������
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